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「絶命繍研ニヌ寸．帆」　（llR不日614F9ノヨ19Ll）　の実施可メこ祝専事

．∫　決　　　定　　　耶　　　噴

I．公共投難報の拡大

公共性新制こついては、次のとおり、捻棚3兆円の部稟規模を確保する．

＝　公共猫糞については、災串捜旧都東の連やかな実施に努めるはか、各地域
．°

の枝折惜男如こ配慮しつつ引き拭き施行の促進を図るとともに、円抑こよる影

響の著しい地域及び地方の民間活力の活性化に寄卑する部射こ重点的に配慮

して、阿搬依接地脚テ為を活用しつつ串来賓の追加を行うこととし、都来襲

14．㈱腸門を確保する．

なお、所要の桐湖については、別途検対する．

佗）日本退職公団等の事業只を1．的0線円追加する．

昭和62年5月29日
抜済対策閑位金槌

施　　　状　　　況

・次のような公共部稟追加を昭和61年度袖正予算に叶上．

（部位：像円）

・日本適職公印

首都高速適職公団

阪神拓遭遇恥公用

本州四国迎総綿公団

日本鉄道鰻設公団

奇癖高速度交通常用

643位円

鵬円

50像円

62像円

165倍円

20像円

t



1．・rTJ．－．・r．．・‾rごT＿＿．1TJ‾▼こmニ声－I．∴ご㍉て㍉‘∵l．‾．1こ‘∴7－

日・．n一　一．．叫′

t

実　　　施　　　状　　　況

朗†1，的0嫁円の諺莫賓を追加．

この邸業実施のために必要な財源として、財政投融突　く資金運用部東金）

を追加．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大蔵省）

・地方恥独都道については、政府の総合抜済対地に呼応して、地方単独部真の横

棒的な予算化とその効果的実施に努めるよう地方用休に要潤した．（自治省）

・特別割増貸付糊の場面等撤資制度の拡充を図るとともに、貸付枠を加入（一

般）膿宅1万戸、．墟兎住宅1万戸、団地住宅6千戸、貨刺主宅4千戸、各々追

加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（止設省）

・住宅金融公柵杜施行令喜一・・即改正し、昭和61年10月20日から特別訓告貸付額を

次のとおり相糾した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建設省）

（沖縄振興開発金融公庫においても同相の捨茸を実施（沖縄開発庁）〕

●
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（21良熊な住宅ストックの形成を促避するため、甜寸対象となる住宅の両横

士l根を引き上げる（卿il脚訂を200nHこ改定）．

13）大柿日周等の土地の有効利用と良異な貨刑と宅の建設引脆適するため、

貨剤t宅に対する融袈制腔を拡光する．

2．特定地域中小金軋郁椚姉川摘騰（酎酌に基づ別行定された特定地域に

おりる工場の抑鯖投を促進するため、ロ本間允銀行及び北淘過般北開苑公棟

の基幹二［韮融資の拡充を図る．

実　　　施　　　状　　　況

適用融資碓別

椴　は　宅

公社分状は宅・
団地住宅・マン
シ諺ン・建苑は
宅・印脚也西開
発時

中　古　住　宅

住宅の規模

145汀旭200汀J以下

120汀r通日SrJ以下

12時以下

145汀r超200汀r以下

120正也145nf以下
・．　－．・・．t　▼1－－　－J　°1．－．．　サー　t．日．．．t－．．．

120nJ以下

145m1旭200J以下

145nl以下

引士朗割増耕

250　万円

200

・住宅金融公雄発楊方班菅を・一朝改正し、昭和61年10月20日から突付対象となる

住宅の両税上幌を川On†から200m＝こ引き上げた。（娃設省）

（沖縄脱糾問先金融公舶こおいても同相のほ花を実施（沖鈍間鬼斤目

・住宅金融公雄より公仲裁嬉取扱い金拗粗相に対し、過ちょうを先し、昭和61年

10月20日から、ニl：地相楳賃貸住宅等の非住宅部分に対しJl日射乳腺賂物斑儀の

適用を可能とした．（建設省）

〔沖縄腕開聞先金顔公腺においても同様の土地を実施（沖縄閲先庁日

・昭和61年12月5口から特定地域中小企霊対鮫脚寺措置法に基づき持癒された特

定地域について間接及び北東公庫の基幹工稟融資の拡充を問った．

（北端遭開発庁、通商鹿東省）
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3！電卸好悪及びガス郡星は、これまでに昨秋及び今春の2回にわたり最大限

の投資の追加等を行ってきているか、これに加え、帆給信頼度の向上等のた

めの投資の追加（修繕工事を含む．昭和61年度中に1，100陰門程度を目途）

に努力するよう酎掴．る．

さらに、電気郡糞については、昭和61年度下半期に2，的0倍円程度の敵と

げ発注に努力するよう翌綿する．
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実　　　施　　‾　状　　　況
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・投資の追加については、電力霊界及びガス割勘こ、繰上げ発注については、電

力稟酎こ、それぞれ剰善し、電力塵界及びガス雲脚ま、iれぞれ蓄摘通り着実
′

に実施した．（通商鹿莫省）

l

N

宗

l

4ノ掛・種馬対地梧鄭重者（既に結露済みの日本電信穏誠株式会社を除く．）

の投腑投資について、昭和6押度下半期において、約5㈲像円の上積みに努

力するよう要繕する．

田．規制緩和、インセンティブの付与等による民間活力の活用の推進

民間活力を屍大隈に活用し、内需の振興を図るため、規制緩和、インセンテ

ィブの付与等を更に進める．また、民間活力の効果的な所用を図るため、従来

以Lに富民の問の意見交鱒を十分行うこと一とする．．なお、これらの庭井の実施

に当たっては、特に大抑持回における地価の安定等の土地問題に十分配慮す尋

こととする。

・国際確信屯講株式会社及び新規参入節一一碓電気通信事業翻こ対して「本年度下

半期における毅膀投資の上積みについて一局の努力をされたい」旨、決定後す

みやかに努綿した．（郵政省）

・最近の地価の高騰に鑑み、地価対敏に闘し、開脚テ政略柑相互の緊密な連絡を

確探し、その効果的かつ捨金的な推進を回るため、地価封娘関係哺機会故を設

逆し（昭和61年12月9日）、－土地取引硯材の強化、国等が土地売買等の契約を

締結しようとする塔合や適正な地価の形成のための配慮、土地関連融資の適正

化等を内容とする当面の地価対策をとりまとめたく昭和62年3月17日）．

（国土庁ト

吏た、地価が急激に上昇している地域等を棉退府喋知事等が監視区域として

指定し、土地取引の屈曲両横の下限を引き下げる等を内容とする国土利用汗爾

汝の・一部を改正する扶挿塞が第1鴨固国会において成立した．（昭和62年5月
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27日）（国土庁）

実　　　施　　　状　　　況
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1．規制緩和による梯巾偶発の促進等．

（lI　巾拍他種開発の促進

①．高波利州地区こ特定拇区及び組合投打制度に係る容税率割増しの基坤

の鬼酷し等

高度利州地区、特定厨区及び総合投打制度について、より大幅な容横

率割増しが可純となるよう本年中に基準の改正朝子う．

なお、糾良制限に関しても、癒合投帥こ係る緩和基準につりてポF中

に必要な見赦しを行うなど、再開発の促進による都市空柳の高度利用か

可能となるよう雄和を図る．

◎　高次の抑l欄潤腫備えた特別の地域における土地の高庇利用率に関す

る時別のは記

大柳l欄中心帥こおける飽海緋等の開発i酎也について、高次の都市機

能を備えた特別の地域として雛腑する場合等において、民間活力を活用

しつつ、両的開発と関連柿巾基盤施設及び申核施設の並腑を絶命的に推

進することと併せ、必掛こ応じて、こし旭の高度抑¶等に関する特別の捨

置を捕ずる．

③　用途地域等の児赦し

土地利用の変化、遵鞄等の公共地役整僻等を捕まえた用途地域等の全
°

般的兇起しを推進する．

楠に、舶凋鼎夫7㌢紘以伽こおい’て、爪に帆馴主宅としてJ抽な屈

・高庇利用地区、特定拇区及び総合投打制度に？いて、より大嶋な容横車割増し

か可能となるようP帥161年12月27口付け通運により基準の改正を行った．

（縫紋省）

‘総合投抽こ極る迫鞄等の卯的可隈による高さ制限の接手口基準についても、昭和

61年12月27口付け通達により基坤の改正を行った．（娃毀省）

・臨湘卸等の開発適地についての並碩手法、特別は罠の内容鴇について挽村中．

（蛙設省）

・土地利用の動向、公共施設の並偵状況等に応じた用途地域の的確な兄良しを推

進するとともに、巾由地再問先師真等の触lプロジェクトの進捗にあわせたス

ポット・ゾーニングの棋蛎的活用坤引性逸するよう机辺府恨引輸欄している．
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佳境鳩の糾寺のため必異な場合を隙き、第一・・・横住居嘲”地域の第二椎は

ば専用地域への指定路えを馳法的に推進する．

◎　地下空間の有効利用

地下栂の新設又は相投については　脚こ抑制するという方針を聖はし

つつ、十分な安全封鎖が欄じられることを前提として、公線上の観点は、

ら只にやむを得ないものとして拉められる範初の明確化を図る．

（2I　新市田地の聞先の促進．

◎　根引き見敵しの肱i怯

現在行われている節2回の線引き見直しについては、本年度中に概ね

完了させる．

（劫l礼乳汁可逓雉の見蔽Lと手続の楠酎巳、趨連化

り巾拇化珊並区域における剛充許可基準緩和の通達（8月21川け）

の実施の徹底を図るとともに、研究施設、生虎施設、文化施設等の抜

盆的な機能を備えた住宅地偶発のための開発行為及び良好なり朝地に

おける円開発里の間発行糾こ関する開花許可の技術基準の見赦しを持

つ。

ii）本年腔内にモデル開面の娘定、図面の凡例の統・－・化等、開発許可手

械の禰詣化、迅速化を図る．

ザ中㌫頒中軸碑碑榊琳

実　　　施　　　状　　　況

（鰻設省）

・文京椒こおいては、当面、防災上の奴点から、不燃化を促進する必要がある区

域、土地利印の動向からみて中高層化を図ることが適当な区域等について横棒

坤こ指定給えに取り組む予定．これを推進する方向で郁引旨潤している．

（墟設省）

・釦こやむを得ないものとして絃められる範伽の明確化を図るため、地下損の取

扱いについての都塵を昭fU61年10月16日に行った．

‘（建設省、警察庁、通商産ま省、運輸省、n治省）

・見直し対象抑持針両区域2舵区域のうち、252区域（約9割）で、見良しか完
°

了した．これにより拡大した、又は拡大か予定されていか肺的化区域の両脚ま

約6．2万ヘクタール（保留人口フレーム分を含む）である．（鰻投省）

・閲充許可怨恨緩和の通達については、金団6ブロックそれぞれにおいて各恥墜

府県・政令指定都市の担当廿に対する説明会と開発許可猫柳旦当課長会状を開

催し、通達の趣旨の周知徹底を国？た．（建設省）

・また、複合的な機能を備えた住宅地開発のための開発行為及び再開発里の開発

行為に関する開発許可の技術基姉の見直しを推進中．（建設省）

・「開発許可中絹に係る投糾問の櫻咋化について．1（昭和62年3月3011日け）を

・通達し．モデル図面の兢定、図面の凡例の統一・化御こつ．いて指導した．

（建投打）

高点鮎摘

畢間
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③　旺宅間先制打増悪網の行き過ぎ是正等

「小幅員区画通甑の導入．」、「眺永調節（殻）池の多即碑l川J及び

「宅地聞発と埋搬文化肘先蜘測点との硝穀の円滑化．」の通達（4月11日

付け）による技術韮坤の－・僧の清川を図るとともに、宅地問先制旨棚登

用実感調査の調査結果（5月lU発表）も蹄まえ、地方公共団体に対す

る柏甥を・－・層推進する．

◎　農地転用、保安林解除郡棟の・・・・屑の迅速化

農地転用規制の級和及び農地転川部臥保安林解除部棟の迅速化を図

ったところであるが、さらに都連府県農業会銃に設置する農用地有効利

用柏抜センターの五倍等により迅速な案件の処理を図る．

（31その他の分野における規制緩和

「当綱の行政改革の具体化方娘について」（昭和60年9月別臼関城成

定）に示された規制絨和については、鴎に多くの項目に？いて実施したと

ころであるが、逐次実施することとされた郡唄鴇については、以下の耶唄

を含め前案に実施する．

i）的油取扱所（ガソリン・スタンド）における稟紡範囲について、設備

等の技術基畔及び点検方法の搬借等の安全対熊を徹底させた上で、本年

腔内に拡大を阿る．また、鑓射如加こ改正される給油取扱所の上階の川

e　－1．．・．・一日－．．－tt．一．一一“．■－一°－一・■－．■－．－一一一一．“一一．．－．．．－．．一．．．－．－．－．－．－▼．一一．日．．一一一－－　－．－．－．・－．．・．－．－．・．一一．・．・．・．．・．－．．一一．－－．▼．t－ttttt．．．．－t．．

吏　　施　　状　　況

・尖患網走の調進絨北に甚づき地方公共用胸こ対する持導引性i馴－．（建設省、

日清省）

・農地転用については、関係通達を制定折であり、これに基づく耶棟の・一層の迅

速化を図るよう指導している．（農林水廠省）

・農用地有効利川棚絞センターについては、全都迎府県鼠翼金枝に設霞済み．

（農林水産省）

・保安林解除率東に係る耶岬続等の段階での対応について、都通府県知串並び

に宮林（文）局長に対し昭和61年10月28日付け林野庁長官通過をもって一層の

迅速化を図るよう指導している．（農林水産省）

・的油取扱所の韮揚場間については、昭和61年10月9【l椚粉剤勺にヾ椚防庁、柿

遁府爪、消防隠閥、関係泉界団体の代及者から状成される「給油取扱所の悪坊
′

囁剛こ関する検討寿良会．I（委員良　椚防Ji溜斌寓）を設属して検封に希手
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逸脱q巾こついて、．l二階への娃焼防止剤娘塔の技術基坤の抽化を関りつ

つ、絨和を閉る．

ii）貸切バス即発免許及び都市圏におけるタクシー串業免許における邸来

区域を、箭粟の実態に応じ拡大する．

iii）航空企丑の運営体制の鬼敵Lに伴い、逐次鞄線の新規開設等を腫適

する．

川　和公イ了地等の有効溝川

l別冊摘膿及び1也方日精址の故正により導入された掴公榊由の土地宿純

嘩醐細

4．．．　　　　－　．　t‾th411－．．，．日　4　こ‾ここニth．　‾　　　　　　　　－‾‾こ‾ニご　－‾‘‘‘．　．‾

－r叩叫l‘酔融

実　　　施　　　状　　　況

し、昭帥62年1月28日に朝地を取りまとめた．これを受けて、見積範囲の拡大

とこれに伴う安全封娘のための政令等の改正を3月311’‖こ榊、、所要の軍令

改正とといこ、5月1日から施行した．（自治省）

・吏た、建築物内に投託される蛤油取扱補の上欄の用途規制についでは、剛哺l

年波及び昭和62年度の針両で消防庁か儀潮止ネルギ一作と館様な連騰を閉りつ

つ、燃焼実額を含めた校肘を行っている・ところであり、その絨黒をふまえて、

上階への延焼防止剤娘等の技術基坤の強化を図りつつ、昭和62年度を目途に桂
′

を図る予定である．（通商座稟省、自治省）1

・郡稟区域の拡大に関し、①備切パス開帳については、9運輸局lい8運輸局蘭内

において、◎タクシー関係については、刺象となる19都市中13柿巾について、

晩に、実施坊である．なお、他の地域についても、関係地方運輸局に対し昭和

61年10月3口付けで通運する等により、需要の実態に応じた都塵区域の拡大を

促進するよう指導している．（運輸省）

・運輸省としては、空櫓の処1望能力鴇を勅宴しつつ、逐次孤独の新規間投等を促

迎することとしており、昭抑61年10月lUには、日本娩空の東京一小松柏が、
ヽ

．10月20日には同杜の名古騒・・一拍同線が、11月1日には南西肌空の那覇－・松山織

カ㌧昭抑62年4・月20日にはエア・⊥ニッポン（Iuu本近距離胱空）の掘由・一小松

線が、4月拓ロには日本胱空の名舌癌一札喋繰かそれぞれ的改されたはか、昭

和61年9月以降東亜国内榔空の初の国際線チャーター便が運仇されている．

（運輸省）

・闊布地に．ついては、土地倍純の適地調査及びその実現可能性謡の異体的検封を

．．tP－‾－　　‾．　　　　　　　　　　　　‾‾‾二‾‾‾こ．‘．一一　　　　　‾　　‾　　．‾－‾ニ‾＝－．‘－　　e－ニ‾　　　　　‾‾　　‾‾－　　　‾　－－　‾－－．　‘．．．R．・－‾　　　　　　‾　　　　　　　‾　　‘　－こ　‾‾　‾　．　　　．　＿．．－‾　　　　　．tpHhヽここHここ－　一t tH　．▼▼°．1．　－．．－
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制度の抑日を含め、比柄活力を活用した闊公有地等の有効酎Ilを期する．

また、l葺けr地坪の克加こついては、民活活力清川可能土地として、l訃和地

Ⅲ什約45．5ha、用釦11地3件約3h∂を、本年度I‘Iりこ速やかに実施するよう

努める．

2．公共的耶蓬分野における民活活力の活用

川　インセンティブの付卑等による民活法等の民活プロジェクトの椎過

日「民間邪業者の能力の活用による鴨定施設の従順の嘘進に関する臨時

I音花法」（比餌扶）の剤象施設並傭串糞の駒倒しを促鵜するため、61年

蛇又は62年度に着工される耶農に対し、着工後3年以内に建設釦こつい

て助成を行うとともに、助成対象期間中に行われる当坊都農に係る口水

開発銀行及び北淘遇史北間先公肺の貸出金利を引き下げる．

また、来年度の税制改正において民活特供制度の償却串を鞘子の13，‘

から20，4に引き上げる．

ii）は活法に基づく基本指針の燕定（6月30日及び7月311J舘示）を受け

て、特別に刷的和也区及び特定港的鵬苑地悦の指定の促進を図るととも

に、1．1休化の岐肘か進んでいる、かながわサイエンスパーク、刺堤メッ

実　　　施　　　状　　　況
．　t．h・▼▼－．▼－ltl．ヽ．．．－　－．．一tこ．‾－　＿　　＿　＿＿ニ＿　＿－＿－　－．．・．・．．°－こ＿　　　　　　＿　＿　　＿　　　　‾　　＿＿一一　＿＿　　　一一4．ヽ．plF一一．ll－．．．－＿＿－　．，．”．．．．．．－＿．

進めており、公付加こついても地方公共l到体において、二l二他州と拙虹の翻月を

関るなど、囲公有地格の有効溝川を推進．

また、掛川朗5．5haについては、条件の競ったものから逐次処分手続きを実

施し、昭和61年皮lHこ26．1haを処分した．　　　　　　　　　（大萩省）

・匝I鉄川嶋3作3Ilaのうち、l件1．5haは昭和61年9月に売却したところであ

り、残りの2件1．5h扇こついては、日本国有鉄i酎音算諦塵肺こおいて、早抑こ

売却するよう努める．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運輸省）

・ll榊161年腔又は昭和62年度に着工する民活法対象耶翼の建設費の・・一鮒を補助す

るために必異な紘貨として、昭和61年度鳩正子蛛において33線円を3日：．昭和

62年度予算においては15倍円を計上．

・柳撮及び刺し公雄の金利引下げ．（6．2％・朝在5．2％）については、昭和61年

皮相正予算の成立後肢ちに実施した．

・民冊寺供制度の償却率の引上げについては、昭和62年3月3川公布の川税特別

措置姓の‥・潮を改正する扶榊こおいて措置用1戊特別は置抹第43灸の2の一一部

改正）した．

・比構法に基づく特定施設整傭事票にういては、’現在までにかながわサイエンス

パーク、柚鴫ソフトパーク及び耶騒メッセの3プロジェクトを比定したところ

であり、その一一層の推進を図るため、政府としても特定郁巾開発地区及び特定
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セ、みなとみらい21、娘京港竹芝地区等の特定施設の整備を推進する．

iii）闘酉文化学術研究都市については、民活班による特定施設の髭腑を進

めるとともに、民活活力を溝川しそ、基盤整偏、・研究施設蛇哺鳩の敗退

を図る．

（2I　如来萬場断適職の址投の経過

東京昭横断退職については、現場影響押価の手臆を総て、日本通恥公団

に封ずる通路並偵特別I吾音法の串刺摘並びに娘京的幌晰適職の址設及び

硝脚こ保ける耶里を行うことを主たる目的とする株式会杜と同公団との協

定雑損後、本年度lトに邪見に着手する．

－　‾‾　‾‾‾‾－‾－　一一　‾　‘－　　　　‾ニー．－．．一．一一．一　一一‥・－・．一一一．．一一一1．－　－－－　　一一．．．■一．．一　．一．－．一・・・・・一ナtt t一一

実　　　施　　　状　　　況

港湾開先地区の指定の促進を含め、所型の助雷・指導を行っているところであ

り、雛繍針画の中浦が行われ次酌速やかに妃定手拭きを進める予走．

（通商産奥谷、運輸省、建設省）

・民間活力を制Ilして郁巾建設を進める旨の建設基本方針か関係省庁連絡網丑金

枝において了承された（昭叫61年6月）．（同上庁）

・は宅・都市整備公団と民間開発串莫者が既（こ宅地遺戒に若手しており、住宅・

赫1棚値公用用成分については、その一一郎の分捕を開始している．

・㈱圃際電気油槽基礎Ij川i研究所（昭紬61年3月設立）及び4つの研究開鬼会社

（昭和61年4月設立）か昭和陀年度に建設工邪若手の予定のはか、民間企稟数

社が立地手掛れまた同志社大学田辺脚也が開校（昭和61年4月）された他、

大阪電気通信大学等が址設中である．

（国土庁、郵政省、鰻投省）

・現在実施中の項塊影響評価の手椀を本年7月に終了する予定である．その後、

日本退職公用が邸沌御用桐師の串稟許可を持、東京湾検断通輪の建設及

び隙理に囲する郡濱を行うことを主たる目的とする株式会社と協定を持絨し、

諦発に新手する予定である．

なお、東京捌農晰退職の娘役及び管理に関する部糞を行うことを主たる目的

とする史京湾検眼遭剛来式会社か昭和61年10月1＝手設立されたところであ

る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蛙投省）

1

二．幸一lヰ車型

嘩畢輝瑚
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